
○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

(平成十八年六月二十一日) 

(法律第九十一号) 

 

(目的) 

第一条 この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要

性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築

物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれら

の間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措

置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及

び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。 

 

(定義) 

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

一 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受

けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。 

二 移動等円滑化 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減すること

により、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することをいう。 

三 施設設置管理者 公共交通事業者等、道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等及

び建築主等をいう。 

十二 公園管理者等 都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者(以下「公園管理者」とい

う。)又は同項の規定による許可を受けて公園施設(特定公園施設に限る。)を設け若しくは管

理し、若しくは設け若しくは管理しようとする者をいう。 

十三 特定公園施設 移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定める公園施設をいう。 

二十六 都市公園特定事業 都市公園の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の整備に関

する事業をいう。 

 (基本方針) 

第三条 主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、移動等円滑化の促進に

関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 

２ 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 



一 移動等円滑化の意義及び目標に関する事項 

二 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置に関する基本的な事項 

三 第二十五条第一項の基本構想の指針となるべき次に掲げる事項 

イ 重点整備地区における移動等円滑化の意義に関する事項 

ロ 重点整備地区の位置及び区域に関する基本的な事項 

ハ 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する基本的な事

項 

ニ 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円

滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する基本的な事項 

ホ ニに規定する事業と併せて実施する土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法

律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)、市街地再開発事業(都市再開

発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)その他の

市街地開発事業(都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業をいう。以下同じ。)

に関し移動等円滑化のために考慮すべき基本的な事項、自転車その他の車両の駐車のため

の施設の整備に関する事項その他の重点整備地区における移動等円滑化に資する市街地の

整備改善に関する基本的な事項その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な

事項 

四 移動等円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項その他移動等円滑化の促進に関す

る事項 

３ 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

 

(国の責務) 

第四条 国は、高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の関係者と協力して、

基本方針及びこれに基づく施設設置管理者の講ずべき措置の内容その他の移動等円滑化の促進

のための施策の内容について、移動等円滑化の進展の状況等を勘案しつつ、これらの者の意見

を反映させるために必要な措置を講じた上で、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 国は、教育活動、広報活動等を通じて、移動等円滑化の促進に関する国民の理解を深めると

ともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。 



 

(施設設置管理者等の責務) 

第六条 施設設置管理者その他の高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する施

設を設置し、又は管理する者は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。 

 

(国民の責務) 

第七条 国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性に

ついて理解を深めるとともに、これらの者の円滑な移動及び施設の利用を確保するために協力

するよう努めなければならない。 

 

(公園管理者等の基準適合義務等) 

第十三条 公園管理者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施

設(以下この条において「新設特定公園施設」という。)を、移動等円滑化のために必要な特定

公園施設の設置に関する条例(国の設置に係る都市公園にあっては、主務省令)で定める基準(以

下この条において「都市公園移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。 

２ 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

３ 公園管理者は、新設特定公園施設について都市公園法第五条第一項の規定による許可の申請

があった場合には、同法第四条に定める基準のほか、都市公園移動等円滑化基準に適合するか

どうかを審査しなければならない。この場合において、公園管理者は、当該新設特定公園施設

が都市公園移動等円滑化基準に適合しないと認めるときは、同項の規定による許可をしてはな

らない。 

４ 公園管理者等は、その管理する新設特定公園施設を都市公園移動等円滑化基準に適合するよ

うに維持しなければならない。 

５ 公園管理者等は、その管理する特定公園施設(新設特定公園施設を除く。)を都市公園移動等

円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

(平二三法一〇五・一部改正) 

 


